
 

 

 

 小平市では現在、新たな「長期総合計画」（※）の策定に取り組んでいます。策定状況や取組につい

て、広く市民の皆様にお知らせするため、不定期でニュースレターを発行しています。 

（※）「長期総合計画」については、裏面をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
（仮称）小平市第四次長期総合計画 
 策定状況 ニュースレター 

～ こだいらの 未来 のための計画～ 
 

第１７号 
（令和２年８月） 

※不定期発行 

令
和
２
年
７
月
16
日
（
木
曜
）
の
午
後
、
第
８
回
の
小
平
市
長
期
総

合
計
画
基
本
構
想
審
議
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

 

こ
れ
ま
で
の
市
民
参
加
で
い
た
だ
い
た
御
意
見
等
を
基
に
審
議
会

を
中
心
に
議
論
を
重
ね
、「
（
仮
称
）
小
平
市
第
四
次
長
期
総
合
計
画
（
素

案
）」
と
し
て
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。 

計
画
の
期
間
中
（
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
１４
年
度
）
に
め
ざ
す
将

来
像
と
し
て
、「
つ
な
が
り
、
共
に
創
る
ま
ち 

こ
だ
い
ら
」
を
掲
げ

て
い
ま
す
。
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
が
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
、
新
た

な
時
代
に
対
応
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た
つ
な
が
り
を
土
台

に
、
多
様
な
つ
な
が
り
を
育
む
こ
と
な
ど
様
々
な
意
味
を
集
約
し
た
将

来
像
で
す
。
審
議
会
委
員
か
ら
は
、
「
小
平
市
が
人
と
人
と
の
つ
な
が

り
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
よ
り
素
晴
ら
し
い
ま
ち
を
み
ん
な
で
創
っ
て

い
こ
う
と
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
持
て
る
将
来
像
と
な
っ
た
」
な
ど
の
感
想

が
あ
り
ま
し
た
。 

 

小
平
市
の
目
指
す
将
来
像
と
将
来
像
の
実
現
に
向
け
た
基
本
目
標

な
ど
を
示
す
「
基
本
構
想
」
の
体
系
は
、
下
図
の
と
お
り
で
す
。 

第
８
回
小
平
市
長
期
総
合
計
画 

基
本
構
想
審
議
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た 

 私たちは互いに認めあい、支えあい、助けあい、安全安心に住み続けられるまちづくりのために力を合わせます。 

私たちは「こだいら」の豊かな環境を守り、文化を育て、協働を積み重ね、持続可能な地域社会を次の世代に伝えます。 

基本的な理念 

つながり、共に創るまち こだいら 

めざす将来像 

基本目標Ⅰ（ひとづくり） 

人が育ち、学び、新たな価値を創造するまち 

基本目標Ⅱ（くらしづくり） 

多様性を認めあい、つながり、共生するまち 

基本目標Ⅲ（まちづくり） 

自然と調和した、美しく快適で、魅力あるまち 

自治体経営方針 

●地域資源によるサービスの実現 

●将来に向けた財政運営、財産活用 

●運営・業務執行体制の効率化 

●職員と職場の活性化 

基本目標横断プロジェクト 

※基本的な理念は、市民、事業者、行政など全てのまちづくりの主体が、 

まちづくりに取り組む際に、常に立ち返るべき基本的な考え方です。 

※めざす将来像は、基本的な理念を踏まえ、 

12 年後に目指す小平市の姿として設定するビジョンです。 

 

※めざす将来像の実現に向けて、「 人が育ち、学び、新たな価値を創造する“ひとづくり”」、 多様性を認めあい、つながり、共生する“くらしづくり”」、 自然

と調和した、美しく快適で、魅力ある“まちづくり”」の 3つの基本目標に沿って取組を展開します。さらに、“ひとづくり”、“くらしづくり”、“まちづくり”

を横断するプロジェクトを設定します。 

 そして、3つの基本目標に掲げる施策を着実に進めるための考え方や取るべき姿勢などを“自治体経営方針”として位置付け、この方針のもと行政内部の仕

組みや参加・協働・自治などの具体的なプログラムを定めます。 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
１ 

自
助
・
共
助
・
公
助
に
よ

り
、
防
災
・
減
災
を
強
化 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
２ 

新
た
な
地
域
拠
点
と 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
創
出 

委員同士の間隔をあけスクール形式の座席配置、

ウェブシステムで参加の委員 2 名と会場をモニ

ターで中継するなど、新型コロナウイルス感染症

拡大防止の対策を図りました。 

基本構想の体系 

小平市長期総合計画基本構想審議会

の会議録（要旨）や会議資料は、小平

市ホームページで公開しています。 

ぜひご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の将来像や進むべき方向性を示す計画です。 

長期総合計画は、市議会の議決を必要とする「基本

構想」を含んでおり、この「基本構想」は市の計画体

系の最上位に位置づけられます。 

現在策定を進めている 「（仮称）小平市第四次長期

総合計画」は、右の図のとおり「基本構想」と「（仮称）

中期実行プラン」の２層構造を想定しています（両方

を合わせて「長期総合計画」といいます）。 

「基本構想」の計画期間は１２年を想定しており、

「（仮称）中期実行プラン」の計画期間は、市長任期に

合わせた４年間を想定しています。 

 

 

 

「（仮称）小平市第四次長期総合計画」模式図 

基本構想 

中期実行プラン 

・期間 12年間 
・市議会の議決を要す 
・市の計画体系最上位 

・期間４年間 
・重点施策や事業等
を示す 

分野ごとの計画（都市計画マスタープラン、地域保

健福祉計画等）は、最上位である「基本構想」に基

づいて策定しているんですね。 

（※）長期総合計画って何？ 

【問合せ先】 
 小平市企画政策部政策課 
 総合計画担当  
 電 話：042-346-9503 
 ＦＡＸ：042-346-9513 

（仮称）小平市第四次長期総合計画（素案）への御意見をお寄せください。 

 

 
 

 

 

 

 

 パブリックコメント期間限定で、LINE アカウントを開設しまし

た。素案の概要や動画にも簡単にアクセスできます。スマートフ

ォンで LINE アプリを起動して、右のQRコードをスキャンし、

友だち追加してご利用ください。 


